
手稲区民センター貸室利用再開にあたっての人数制限について

　当面の間、新型コロナウイルスの感染予防対策の一環として貸室の利用人数の制限をさせて

いただきます。

（今後の情勢の変化により、変更の可能性があります。）

室名
定員（人）
（通常時）

利用上限（人）
（当面の間）

区民ホール

区民ホール半面

100

３階

第1会議室

第2会議室

第1・2会議室

第３会議室

第4会議室

はまなす

第5会議室

視聴覚室

料理実習室

２階

8

15

すずらん

200

100

50

30

40

48

20

30

30

60

16

30

令和2年6月19日

50

15

15

30

25

15

24

10

20


